
報告書作成要領（全国特別重点調査編） 
 
 

 本要領は、実施要領【調査編】の１業務内容(1)～(5）の調査結果を国土交通省が定め

る報告書様式に整理し、提出することを目的とする。 

 

１ 報告書様式 

（調書１）下水道管路の全国特別重点調査（管路内調査、空洞調査） 

（調書２）下水道管路の全国特別重点調査（空洞調査（路線毎）） 

 

２ 記入要領 

 (1) 調書１：調書の（27）欄～（59）欄について、調査結果を記入する。 

 (2) 調書２：調査の結果、緊急度ⅠまたはⅡと判定され、空洞調査を実施した場合に

記入する。 

 (3) 記入箇所に疑義が生じた場合は、調査職員と協議のうえ、その指示を受けなけれ

ばならない。 

 

３ 調書１及び調書２の提出期限 

 (1) 最優先実施箇所①～④に該当するもの 

令和７年７月２５日まで 

  (2) (1)以外のもの 

     令和８年２月６日まで 

 

 ４ 調査結果とりまとめ 

  (1) 実施要領【調査編】の１業務内容(1)～(3)の調査結果とりまとめについては、 

下水道管調査報告書作成要領による。 

  (2) 実施要領【調査編】の１業務内容(4)、(5)の調査結果とりまとめについては、 

対象の下水道管きょ及び放流渠ごとに「調査項目」「調査結果」を整理すること。 

     また、その他の詳細な事項については、調査職員と受注者の協議により決定する。 



【様式】（調書１）下水道管路の全国特別重点調査（管路内調査、空洞調査）

自動計算
基本情報

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59)

埋設深が2m以浅の場合
(43)の地上からの
簡易な貫入試験を
実施した場合

(44)の管路内から
空洞調査を実施し
た場合

埋設深が2m以浅の場合
(52)の地上からの
簡易な貫入試験を
実施した場合

(53)の管路内から
空洞調査を実施し
た場合

(mm) (m) (m) (m) (m) (西暦)
※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※該当する場合は
プルダウンから○
を選択

※プルダウン（潜
行目視、テレビカ
メラ、専門家によ
る再チェック）か
ら選択

※プルダウン
（Ⅰ、Ⅱ、Ⅰまた
はⅡと判定されな
かった）から選択

【例】
・止水工事
・必要なし

【例】
・R7.7実施済

【例】
・防食工事

【例】
・R7.4対策実施済み
み
・R8.3対策実施予定

（ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ）
【例】
・止水工事
・必要なし

【例】
・R7.7実施済

【例】
・防食工事

【例】
・R7.4対策実施済み
み
・R8.3対策実施予定

（ｍ） （箇所） （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） 【例】
・R7.７対策実施済み

（ｍ） （箇所） （ｍ） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） （箇所） 【例】
・R7.７対策実施済み

下水道管路に起因す
る空洞の可能性があ

る箇所
※地下1.5m以上の深
さに空洞がある可能

性のある箇所

空洞の反応があった
箇所

地上からの簡易な貫入試
験（サウンディング試

験）箇所数

(54)〜(58)の空洞調査の
結果、異状が確認された
場合、対策の実施時期

管路内からの空洞調査
延長

埋設深が２mより深い場合

路面からの空洞調査延長
空洞の反応があった

箇所
空洞が確認された

箇所
空洞が確認された

箇所

(28)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合

埋設深が２mより深い場合

(42)〜(44)の空洞調査結果

(42)の路面からの空洞調査を実施した場合

【記入要領】
○本調査は、管径2000mm以上かつ1994年度以前に設置された下水道管路（汚水管・雨水管・合流管）が対象です。
○(18)〜(20)において、複数の路線にまたがる場合は、全ての路線について路線名等を記入ください。
○(22)〜(25)の最優先実施箇所とは、以下の①〜④のいずれかに該当する箇所である。
 ①埼玉県八潮市の道路陥没現場と類似の構造・地盤条件の箇所：シールド施工において構造上の施工困難箇所（立坑の接続部付近の曲線部（目安R=120m以下）など)で地下水位が高い（地表面から地下水位面までが3m以下）砂質系または緩いシルト質系の地盤（都道府県等が作成している「液状化マップ※」や現場周辺のボーリング調査結果を活用し対象箇所を抽出）※液状化マップによる液状化の可能性が高い地域は地盤の液状化に対する危険度を表す指標である
PL値*（液状化可能性指数）が15以上
 ②管路の腐食しやすい箇所：下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は高低差が著しい箇所、伏越室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所、過去の調査で腐食（ランクＣ異状）が確認され防食などの対策が未実施の箇所
 ③陥没履歴があり交通への影響が大きい箇所：緊急輸送道路で、下水道に起因して舗装に一定規模以上（目安として短辺の幅50cm以上かつ深さ20cm以上）の穴が空いた道路陥没があった箇所
 ④その他：沈砂池の堆積土砂が顕著に増加（直近１年間のデータを過年度のデータと比較するなどにより判断）した処理場やポンプ場につながる管路
○(28)の判定基準は、「ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化計画策定に関する手引き（案）（平成25年９月 国土交通省）」における腐食、たるみ、破損のいずれかにランクＡが有れば「Ⅰ：速やかに対策を実施する」、Ｂが有れば「Ⅱ：応急措置を実施した上で、５年以内に対策を実施する」と判定する。
○(35)〜(37)の判定基準は、「スクリーニング調査を核とした管渠マネジメントシステム技術導入ガイドライン（案）（平成27年12月 国土技術政策総合研究所）」における緊急度Ⅰの場合は「Ⅰ：速やかに対策を実施する」、緊急度Ⅱの場合は「Ⅱ：応急措置を実施した上で、５年以内に対策を実施する」と判定する。
○(45)〜(47),(54)〜(56)の「浅い位置で路面陥没の恐れがある空洞が確認された箇所」は「路面陥没の防止に関するガイドライン（案）（国土交通省 関東地方整備局）」における可能性判定表Ａを想定。「空洞の反応があった箇所」は「路面陥没の防止に関するガイドライン（案）（国土交通省 関東地方整備局）」における可能性判定表Ｂ・Ｃを想定。空洞の判定については、同ガイドラインを参考にするか、各管理者の判定基準がある場合はそちらを使用可。

延長

土被り

管種

下流 上流

市

町

村

コ

ー

ド

市

町

村

名

管渠番号など
(未入力でも可)

管路施設の種
類

管径
スパン
平均

路面からの空洞調査延長

最優先実施箇所の場合

(27)の調査による
判定結果

(28)の判定の結
果、「ⅠまたはⅡ
と判定されなかっ
た」場合、打音調
査等の実施延長

(33)の打音調査等による判定結果

空洞調査

(35)〜(37)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合 (51)〜(53)の空洞調査結果

「Ⅰ」の延長 空洞が確認された
箇所

空洞が確認された
箇所

(45)〜(49)の空洞調査の
結果、異状が確認された
場合、対策の実施時期

不明
の

場合
①埼玉県八潮市の
道路陥没現場と類
似の構造・地盤条

件の箇所

施工方法 布設年度

管路内調査

応急措置の内容 対策の内容

(28)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合、

対策の実施時期

応急措置の実施時
期 応急措置の実施時

期

（33）において、
打音調査以外の方
法で実施した場合

の方法名

(35)〜(37)の判定の結果、「Ⅰ」または「Ⅱ」と判定された場合

「Ⅱ」の延長
「ⅠまたはⅡと判
定されなかった」

延長

応急措置の内容

ユ
ー

ザ
ー

I

D

地

整

コ
ー

ド

地

整

名

都

道

府

県

コ

ー

ド

都

道

府

県

名

対策の内容 対策の実施時期 地上からの簡易な貫入試
験（サウンディング試

験）箇所数

浅い位置で路面陥没
の恐れがある空洞が

確認された箇所

(51)の路面からの空洞調査を実施した場合

下水道管路に起因す
る空洞の可能性があ

る箇所
※地下1.5m以上の深
さに空洞がある可能

性のある箇所

②管路の腐食しや
すい箇所

③陥没履歴があり
交通への影響が大

きい箇所
④その他

管路内調査の
調査方法左記以外

最優先実施箇所

調査対象(管径2m以上かつ1994年度以前に設置された下水道管路)

管路内からの空洞調査
延長

浅い位置で路面陥没
の恐れがある空洞が

確認された箇所



【様式】（調書２）下水道管路の全国特別重点調査（空洞調査（路線毎））

調査結果 調査結果

道路管理者区分 道路管理者 路線名
浅い位置で路面陥没の恐
れがある空洞が確認され

た箇所（箇所）※１

空洞の反応があった
箇所（箇所）※２

下水道管路に起因する空
洞の可能性がある箇所

（地下1.5m以上の深さに
空洞がある可能性のある

箇所）（箇所）

空洞が確認された
箇所（箇所）

空洞が確認された
箇所（箇所）

○○県 □□市 ■■■■■ 2000 国 ○○地方整備局or○○県or○○市 国道●号 ○○m 0 3 0
○○県 □□市 ■■■■■ 2500 県 ○○県 県道●●線 3 1
◇◇県 □□町 ■■■■■ 2000 市区町村 ○○市 市道●●線 ○○ｍ 1
◇◇県 □□町 ■■■■■ 3000 市区町村 ◇◇市 市道●●線 ○○m 0 1 0

※１「路面陥没の防止に関するガイドライン（案）（国土交通省 関東地方整備局）」における可能性判定表のAを想定

※２「路面陥没の防止に関するガイドライン（案）（国土交通省 関東地方整備局）」における可能性判定表のB・Cを想定

空洞の判定については、上記のガイドラインを参考にするか、各管理者の判定基準がある場合はそちらを使用可。

管路内から空洞調査

調査延長
（m）

【記入要領】
○空洞調査を実施した場合には、下記のとおり、路線名毎に調査延長等を記入してください。

管径
（mm）

調査延長
（ｍ）

路面からの空洞調査
調査結果

地上からの簡易な貫入試験

調査箇所数
（箇所）

都道府県名 市町村名 管路番号など

道路管理者


